
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

寄付のお礼 
生命保険協会島根県協会 様 

県内の子ども食堂を支援するため、本会が運営する「しまね子ども食堂ネットワーク」

へご寄付をいただきました。ありがとうございました。 

■問い合わせ先 地域福祉部 地域福祉係 ☎0852-32-5997 
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社会福祉法人 島根県社会福祉協議会  
  
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根 

TEL：0852-32-5970／FAX：0852-32-5973 

E-Mail：shakyo@fukushi-shimane.or.jp 
□ 本会 web サイト： 
 https://www.fukushi-shimane.or.jp 
□ 公式 Facebook ページ： 

https://www.facebook.com/shimaneshakyo 

新年のごあいさつ   社会福祉法人島根県社会福祉協議会  会長  小林 淳一 
新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は、本会事業の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症やウクライナ問題を経て物価高騰や人材不足が続く中、生活困窮

などの地域生活課題はさらに深刻・複雑化してきています。こうした時であるからこそ、私たち福祉関

係者は、地域住民が共に支え合い、自分らしく暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を図るた

め、連携・協働による取り組みを推し進めていかなければなりません。 
本会においても、「『ふくし立国しまね』の創造」を目指し、国や県の動向も踏まえた「第 5期中期計画（2021年度

～2024年度）」で掲げた各事業活動の目標達成に向け、会員の皆様をはじめ関係機関・団体と連携しながら進めて

まいりたいと存じますので、なお一層のご支援をいただきますようお願い申し上げます。 

皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

 

島根県石油協同組合 様 

昨今の原油価格の高騰や円安が進む中で、ガソリンや灯油価格が高止まりし県民

生活を圧迫していることから、生活に困っている方々を支える活動に役立ててほしいと

「ガソリンのギフト券」を寄贈いただきました。ありがとうございました。 

■問い合わせ先 総務企画部 総務経理係 ☎0852-32-5970 

●●●「労務相談会」のお知らせ●●● 
 社会福祉施設・事業所を対象にした特定社会保険労務士による「労務相談会」を通年で随時実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ先  法人支援部経営支援係 ☎0852-61-4151 

■ホームページ https://www.fukushi-shimane.or.jp/news/entry/1165 

今年度は、ご希望の日時を

事前に調整し、労務問題のご

相談にできるだけ速やかに対

応しています。 

ぜひご利用ください。 

 

相 談 日 時 施設・事業所の希望日時で、調整の上決定（50分以内） 

相 談 形 式 

次のいずれかの方法を選択 

・対面による相談（会場は松江市内） 

・オンライン（Web会議ツール「Zoom」）による相談 

対象 ・費用 県社協会員・相談無料 

申 込 期 日 希望相談日の２週間前 

 

県内 20社協のことがもっと分かるウェブサイト「しまそこ！」のご紹介 
県内 20社協の合同ウェブサイト「しまねの社協がそこにある！」更新中です。 記事数は 160件を越え、

特色のある地域活動の紹介が詰まっていますので、ぜひご覧ください！  

■ホームページ 「しまねの社協がそこにある！」 

 https://www.shimasoko.jp 

■問い合わせ先 総務企画部 企画スタッフ 

☎0852－32－5955 

https://www.fukushi-shimane.or.jp/library
mailto:shakyo@fukushi-shimane.or.jp
https://www.fukushi-shimane.or.jp/
https://www.facebook.com/shimaneshakyo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

この通信は、会員や関係の皆様にお送りしています ・・・ 毎月 1回発行・・・ 

 

福祉サービス事業従事者研修 
1月に受付開始の研修は、下記のとおりです。  

○社会福祉法人役員研修 

ホームページ「研修情報」より「申込 URL」 

をクリックしてお申し込みください。  

 

生活困窮者自立相談支援人材養成研修会（テーマ別研修） 
「ひきこもり状態にある方への支援」について、話を聞きだすための対人援助の基本から有効な支援方策まで事例

を通じて検討し、相談援助技術向上を図ることを目的に開催します。自立相談支援機関だけでなく、「ひきこもり状態

にある方」への支援に課題を感じている相談支援事業所の相談員なども参加できます。  

 

 

 

■詳細は、本会ホームページをご覧ください。 

  https://www.fukushi-shimane.or.jp/news/entry/1335 

■問い合わせ先 生活支援部 福祉資金係 ☎0852-32-5996 

日 時 3月7日（木）10：30～16：30 

3月8日（金）10：00～15：00 

講 師 全国社会福祉協議会中央福祉学院主任教授 

山下 興一郎 氏 

会 場 島根県職員会館（松江市内中原町52） 申込締切 2月15日（木） 

 

◆◆◆「福祉職場 相談会」参加事業所募集中◆◆◆ 
福祉職場に関心のある方、就職を希望する方に対し、求人事業所が働き方等の説明や求職者からの相談に応じ、

就職に向けたマッチングを図る機会として開催します。2月開催の下記会場について、参加事業所を募集しています。 

 

 

 

 

■詳細は、島根県福祉人材センターホームページをご覧ください。 

https://www.shimane-fjc.com/officer/481 

■問い合わせ先 【出雲会場】法人支援部人材確保係 ☎0852-32-5957 

【浜田・益田・大田会場】石見支所 ☎0855-24-9340 

 

期 日 2月14日（水） 2月20日（火） 2月21日（水） 2月28日（水） 

会 場 浜田 出雲 益田 大田 

募集数 2法人 10法人（うち保育分野5法人） 2法人 2法人 

 
1月 1日（月）～11日（木） 

【必着】で申し込みを 

受付します。 

『保育のおしごと 魅力発見トークライブ ～知りたい！しまねの保育士‼～』  

オンデマンド配信します！ 
 

 

 

 

 

視聴期間 １２月14日（木）～１月１５日（月） 

視聴方法 Youtube からご視聴いただくことが可能です。 

申込方法 サイトのフォームからお申し込みください。 

 

■問い合わせ先 

法人支援部 人材確保係 

☎0852-32-5957 

 

現役保育士が保育のおしごとの魅力や大変さ、やりがいのほか、 

就職先を決めたポイントなどリアルに迫ります ! 

視聴期間内であればいつでもご視聴いただけますので、ご家族、お知り合いなど県内外で 

保育を学ぶ学生や保育の仕事に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内ください。 

 

詳細はこちら 

■島根県福祉人材センターホームページ 

https://www.shimane-fjc.com/  

■問い合わせ先  

法人支援部 研修係 ☎0852-32-5975 

 

職員の健康管理のために 
●生活習慣病予防健診費用助成 

●健康生活用品給付 

●スポーツクラブ●電話健康相談 

職員の慶事のお祝いに 
●結婚お祝品●出産お祝品 

●入学お祝品●永年勤続記念品 

●長期勤続者退職慰労記念品 

ご加入のおすすめ 

地域に密着した事業 
●会員交流事業（旅行・観劇等） 

●地域開発メニュー 

職員の万一の際に 
●会員の死亡弔慰金 

●会員の配偶者の死亡弔慰金 

●会員の入院・手術見舞金 

●災害見舞金 

職員の余暇活用のために 
●指定保養所 

●会員制リゾート施設 

●クラブ・サークル活動助成 

●国内・海外旅行 

●レンタカー 

●カルチャースクール等 

職員の資質向上のために 
●資格取得記念品 

●メンタルヘルス講習会 

●接遇講習会  

●ハラスメント防止講習会 

●e-ラーニング 

 Excel、Word、PowerPoint、 

 コンプライアンス、メンタルヘルス 

職員の生活サポートのために 
●住宅ローン ●特別資金ローン 

●ソウェル団体生命保険、傷害保険 

●小売店、文具、消耗品、書籍等 

   国内外 20万件以上の施設やサービスを会員価格で利用できる    

ソウェルクラブ“クラブオフ” 

・契約対象者…社会福祉事業または介護保険事業を経営する者 

・ …社会福祉事業または介護保険事業 

・加入対象者…上記事業に従事する役職員全員（非常勤職員含む） 

・第１種会員（常勤職員向け）……毎年度１万円 

・第２種会員（非常勤職員向け）…毎年度５千円 

※非常勤職員が第 1種に入会することもできます。 

※第２種会員は利用できるサービスが一部限定 
されます。 

 加入要件 

  掛  金 

！ 

 


